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不動産物権変動における対抗要件主義の構造

　
　
　
　
　
問
題
の
提
起

　
周
知
の
如
く
、
民
法
一
七
七
条
の
構
造
理
解
に
関
す
る
従
来
の
議
論
は
、

ω
意
思
主
義
を
宣
明
し
た
一
七
六
条
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る

か
、
と
い
う
問
題
を
中
心
に
展
開
し
て
お
り
、
近
時
で
は
、
両
条
を
フ
ラ

ン
ス
法
の
立
場
を
直
接
継
受
し
た
規
定
と
解
し
、
従
っ
て
、
今
日
の
フ
ラ

ン
ス
法
学
説
の
立
場
が
我
が
民
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
基
本
的
に
妥
当
す

る
、
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
我
が
国
の
今
日

の
学
説
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
の
立
場
が
、
②
第
三
者
の
善
意
を
要

求
し
て
い
る
が
故
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
・
現
行
民
法
と
は
断
絶
し
た
立
法
と

理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
立
場
は
、
ω
意
思

主
義
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
法
制
度
と
対
抗
要
件
主
義
の
関
係
・
②
対
抗

要
件
主
義
そ
れ
自
体
の
内
部
構
造
の
両
側
面
に
お
い
て
、
．
今
日
の
フ
ラ
ン

ス
法
学
説
の
先
駆
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
報
告
に
お
い
て

は
、
右
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
理
論
の
再
評
価
を
行
な
っ
た
後
、
今
日
の
フ
ラ
ン

ス
法
学
説
が
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
更
に
、
そ
こ
に
お

け
る
対
抗
要
件
主
義
の
構
造
理
解
が
、
我
が
現
行
一
七
七
条
の
解
釈
に
つ

い
て
も
成
り
立
ち
得
る
旨
を
提
示
し
た
い
。

二

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
及
び

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解

　
ω
　
ま
ず
、
意
思
主
義
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
法
制
度
と
対
抗
要
件
主

義
の
関
係
に
つ
き
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
は
一
般
に
、
我

が
国
に
い
わ
ゆ
る
相
対
的
効
力
説
と
同
様
の
理
解
を
と
っ
て
い
た
。
こ
れ

は
、
民
法
典
の
宣
明
す
る
諸
原
則
と
、
登
記
法
の
規
定
す
る
対
抗
要
件
主

義
の
確
立
時
期
の
違
い
に
起
因
す
る
。
即
ち
、
ま
ず
、
対
抗
要
件
主
義
は
、

民
法
典
成
立
前
の
共
和
暦
七
年
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
が
、

こ
の
段
階
で
は
、
後
に
民
法
典
に
よ
っ
て
宣
明
さ
れ
る
諸
原
則
は
未
だ
確

立
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
対
抗
要
件
主
義
の
理
解
は
、
成
立
要
件

的
な
発
想
あ
る
い
は
所
有
権
の
相
対
的
帰
属
と
い
っ
た
発
想
に
流
れ
易
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
民
法
典
は
、
①
所
有
権
の
絶
対
的
帰
属
と
、
②
そ
の
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意
思
の
み
に
よ
る
移
転
、
及
び
、
③
ロ
ー
マ
法
以
来
の
《
Z
㊦
ヨ
◎
撞
着
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甘
二
ω
鏑
傷
手
一
信
ヨ
珪
卑
霧
h
Φ
目
①
b
o
8
ω
斜
ρ
¢
肉
離
号
。
。
①
げ
9
ぴ
Φ
鉾
（
何

人
も
自
己
の
有
す
る
以
上
の
権
利
を
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
得
な
い
）
》
の
原

則
を
宣
明
す
る
一
方
、
共
和
暦
七
年
法
の
立
場
を
大
幅
に
後
退
さ
せ
た
。

し
か
る
に
、
そ
の
後
、
一
八
五
五
年
登
記
法
は
、
共
和
暦
七
年
法
の
立
場

を
不
動
産
法
の
一
般
原
則
と
し
て
再
び
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結

果
、
先
の
民
法
典
の
諸
原
則
は
破
棄
さ
れ
て
、
共
和
暦
七
年
法
下
の
相
対

的
効
力
説
的
な
解
釈
が
再
び
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が

生
じ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
一
八
五
五
年
法
に
よ
っ
て
再
確

立
さ
れ
た
対
抗
要
件
主
義
は
、
民
法
典
の
宣
明
す
る
諸
原
則
を
何
ら
変
更

す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
①
所
有
権
の
絶
対
性
の
原

則
は
一
八
五
五
年
法
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
所
有
権

の
相
対
的
帰
属
な
い
し
相
対
的
所
有
権
と
い
っ
た
観
念
は
認
め
ら
れ
な
い
。

②
一
八
五
五
年
法
は
、
右
絶
対
的
所
有
権
が
、
既
に
売
買
等
の
契
約
締
結

時
（
・
公
正
証
書
作
成
時
）
に
お
い
て
、
「
万
人
に
対
す
る
関
係
で
（
Φ
お
卑

。
§
冨
ω
）
」
完
全
に
移
転
す
る
と
す
る
意
思
主
義
の
原
則
を
変
更
す
る
も

の
で
は
な
い
。
③
そ
の
結
果
、
一
八
五
五
年
法
華
に
お
い
て
も
、
《
Z
①
日
。

筥
¢
。
。
冒
艮
。
・
：
：
：
》
原
則
は
維
持
さ
れ
、
物
権
は
、
そ
の
絶
対
性
を
変
ず

る
こ
と
な
く
、
契
約
の
時
点
に
お
い
て
第
一
譲
受
人
に
完
全
に
移
転
し
、

従
っ
て
、
第
二
譲
受
人
は
本
来
無
権
利
者
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
な

れ
ば
、
一
八
五
五
年
法
に
よ
っ
て
再
確
立
さ
れ
た
対
抗
要
件
主
義
は
、
右

民
法
典
の
原
則
を
基
本
的
に
維
持
し
な
が
ら
、
本
来
無
権
利
者
で
あ
る
は

ず
の
第
二
譲
受
人
が
権
利
を
取
得
し
、
完
全
な
物
権
者
で
あ
る
は
ず
の
第

一
譲
受
人
が
権
利
を
喪
失
す
る
、
と
い
う
例
外
的
な
制
度
を
法
律
が
新
た

に
創
設
し
た
、
と
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
右
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
理
解

は
、
我
が
国
に
い
わ
ゆ
る
法
定
制
度
論
や
法
定
取
得
一
失
権
説
の
主
張
と
、

全
く
同
様
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
②
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
な
る
と
次
の
問
題
は
、
右
「
法
定
制
度
」

な
い
し
「
法
定
取
得
－
失
権
」
と
理
解
さ
れ
る
対
抗
要
件
主
義
の
内
部
的

な
法
構
造
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
点
に
な
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
ま
ず
、
公
示
舗
度
の
目
的
を
、

隠
れ
た
行
為
（
㊤
9
①
）
（
権
利
で
は
な
い
）
を
知
ら
な
い
第
三
者
に
対
し
て

知
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
一
八
五
五
年
法
の
起
草
者
以

来
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
公
示
の

目
的
達
成
の
た
め
に
は
、
当
事
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
形
で
公
示
を
強
制

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
対
抗
要

件
制
度
で
あ
っ
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
対
抗
要
件
劉
度
を
公
示
促
進
の

た
め
に
当
事
者
に
対
し
て
提
示
さ
れ
た
威
嚇
的
な
制
裁
で
あ
り
、
こ
れ
は

刑
法
に
お
け
る
一
般
予
防
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
こ
の
点

も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
般
的
な
考
え
方
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
対
抗
要
件

主
義
の
内
部
構
造
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

　
①
前
示
の
如
く
、
対
抗
不
能
と
い
う
効
果
は
、
公
示
の
要
請
に
非
協

力
的
な
者
に
対
す
る
制
裁
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
条
文
が
要
求
す
る
登

記
の
欠
敏
と
い
う
要
件
は
、
一
方
で
、
公
示
に
非
協
力
的
な
第
一
譲
受
人

に
対
す
る
言
責
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド

に
よ
れ
ば
、
登
記
法
に
よ
っ
て
第
一
譲
受
人
に
対
し
て
新
た
に
「
登
記

（
謄
記
）
義
務
（
侮
①
＜
o
マ
鳥
①
霜
跨
霧
。
西
窓
）
」
な
る
も
の
が
課
さ
れ
、
右
登

240
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記
義
務
の
解
怠
を
要
件
と
し
て
、
対
抗
不
能
と
い
う
効
果
が
発
生
す
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
民
法
＝
二
八
三
条
の
定
め
る
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
く
不
法

行
為
上
の
効
果
（
・
第
一
譲
受
人
の
第
二
譲
受
人
に
対
す
る
「
現
物
に
よ
る
（
魯

謬
象
ξ
①
）
」
損
害
賠
償
）
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
②
他
方
に
お
い
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
対
抗
不
能
と
い
う
効
果
発

生
の
た
め
に
は
、
第
三
者
側
の
要
件
と
し
て
善
意
（
σ
O
昌
嵩
①
　
騰
O
一
）
が
要
求

さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
が
、
従
来
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド

旧
民
法
が
異
色
の
立
法
と
理
解
さ
れ
る
由
縁
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
関

す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
前

示
の
如
く
、
公
示
制
度
は
、
そ
も
そ
も
隠
れ
た
譲
渡
行
為
を
知
ら
な
い
第

三
者
に
知
ら
せ
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
て
、
既
に
知
っ
て
い
る
者
に
対
し

て
知
ら
せ
る
た
め
の
制
度
で
は
あ
り
得
な
い
。
一
方
、
対
抗
要
件
主
義
は
、

右
の
如
き
公
示
の
目
的
を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
設
け
ら
れ
た
制

度
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
目
的
と
手
段
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、

対
抗
要
件
制
度
の
適
用
を
受
け
る
者
の
範
囲
は
、
公
示
制
度
が
保
護
し
よ

う
と
す
る
者
の
範
囲
、
即
ち
善
意
者
に
必
然
的
に
限
定
さ
れ
る
。
即
ち
、

右
公
示
・
対
抗
要
件
制
度
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
対
抗
要
件
主
義
は
、
本

来
的
に
は
第
三
者
の
善
意
を
要
件
と
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
、

と
。　

③
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
の
通
説
は
、
．
善
意
・
悪
意
不
問
の
結

論
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

㈲
対
抗
要
件
主
義
の
規
定
は
、
第
三
者
の
善
意
を
条
文
上
要
求
し
て
い
な

い
。
㈲
登
記
法
の
立
法
者
は
、
第
三
者
の
善
意
・
悪
意
に
関
す
る
争
い
を

排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
引
の
安
全
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
と
解
さ

れ
る
。
勧
補
充
指
定
の
登
記
に
関
す
る
民
法
一
〇
七
一
条
は
、
第
三
者
の

悪
意
に
関
す
る
反
対
証
明
の
不
許
を
規
定
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
通
説
が
一
〇
七
一
条
を
援
用
し
て
い
る
点

（
）
C
（
）
は
、
善
意
・
悪
意
不
問
説
自
体
が
、
対
抗
要
件
主
義
が
本
来
的
に

は
第
三
者
の
善
意
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
自
認
す
る
も
の
、
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
け
だ
し
、
一
〇
七
一
条
の
規
定
の
背
後
に
は
、
も
し
中

条
が
な
け
れ
ば
、
第
一
譲
受
人
は
、
第
三
者
の
現
実
の
悪
意
を
主
張
・
立

証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
譲
渡
を
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
、
と
い
う
前
提
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
対
抗
要
件
主
義
の
条
文
そ
れ
自
体
が
第
三
者
の
善
意
を
要
求
し

て
い
な
い
点
（
）
a
（
）
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
は
、

対
抗
要
件
主
義
の
規
定
が
、
登
記
の
欠
訣
か
ら
第
三
者
の
善
意
を
推
定
す

る
、
と
い
う
「
法
律
上
の
推
定
（
鷺
澄
◎
ヨ
讐
§
ぱ
駒
巴
①
ご
，
を
黙
示
的
に

包
摂
し
て
い
る
た
め
、
と
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
第
三
者
と
し
て
は
、
対

抗
不
能
の
利
益
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
本
来
な
ら
ば
自
己
の
善
意
を
主

張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
対
抗
要
件
主
義
の
条
文
の
結
果
、

相
手
方
の
登
記
の
欠
鉄
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
善
意
の
証
明
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
対
抗
要
件
主
義
の
条
文

中
に
含
ま
れ
て
い
る
法
律
上
の
推
定
の
結
果
、
証
明
主
題
が
善
意
か
ら
登

記
の
離
婁
へ
と
置
換
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
法
律
上
の
推
定
の
典
型
的
な

規
定
の
仕
方
な
ら
ば
、
「
登
記
の
欠
鮫
か
ら
第
三
者
の
善
意
を
推
定
す

る
」
と
い
う
形
で
、
条
文
上
明
確
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
登
記
の
欠

鉄
と
い
う
置
換
さ
れ
た
後
の
証
明
主
題
の
み
を
提
示
す
る
形
で
規
定
さ
れ
　
4
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

て
い
る
た
め
に
、
推
定
事
実
で
あ
る
善
意
の
存
在
が
条
文
上
隠
れ
て
し
ま
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つ
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
解
さ
れ
る
。

　
以
上
の
如
き
理
解
を
前
提
と
す
る
と
き
、
当
時
の
通
説
－
善
意
・
悪
意

不
問
説
と
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
説
の
対
立
は
、
右
「
結
晶
化
さ
れ
た
」
法
律
上

の
推
定
に
対
し
て
、
悪
意
の
反
対
証
明
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
、
と
い
う

問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
法

律
上
の
推
定
」
は
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
に
従
い
、
反
対
証
明
を
認
め

な
い
「
覆
滅
し
得
な
い
推
定
（
真
＄
o
§
冨
§
一
群
緊
量
σ
q
鋤
乞
Φ
〉
」
と
、
反

対
証
明
を
許
容
す
る
「
覆
滅
し
得
る
推
定
（
鷲
＄
。
§
b
鼠
8
は
守
㊤
α
q
卑
ぴ
一
Φ
ご

に
分
け
ら
れ
る
が
、
「
覆
滅
し
得
な
い
推
定
」
か
「
覆
滅
し
得
る
推
定
」

か
は
、
一
九
世
紀
学
説
及
び
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
当
該
推
定
が

「
公
序
（
9
脅
①
窟
葛
。
）
」
な
い
し
「
公
益
（
ぎ
叡
融
↑
α
発
曾
二
巴
）
」
に
関
わ

る
か
否
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
条
文
の
形
式
論
理
に

関
す
る
先
の
通
説
の
㈲
・
㈲
の
主
張
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
右
の
点
に
関

す
る
実
質
的
価
値
判
断
（
）
b
（
）
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
善
意
・
悪
意

不
問
説
も
ま
た
、
対
抗
不
能
の
効
果
発
生
の
た
め
に
は
第
三
者
の
善
意
が

要
件
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
は
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
と
共
通
の
前
提
に

立
ち
つ
つ
、
公
示
・
対
抗
要
件
制
度
が
公
序
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
現
実
の
悪
意
の
反
対
証
明
を
認
め
な
い
の
に
対
し
て
、
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
は
、
少
な
く
と
も
二
重
譲
受
人
間
の
紛
争
で
は
「
私
益
」
の
み
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
反
対
証
明
を
許
容
す
る
に
過
ぎ
な

い
。

三
　
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
の
理
解

ω
　
以
上
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
理
論
の
う
ち
、
①
所
有
権
な
い
し
物
権
の

絶
対
性
・
②
意
思
主
義
・
③
《
乞
①
ヨ
。
覧
器
冒
鼠
。
・
…
…
》
原
則
と
対

抗
要
件
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
学
説
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
と

全
く
同
様
の
理
解
を
と
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
「
『
対

抗
可
能
性
』
の
一
般
理
論
（
§
ひ
霞
δ
σ
q
曾
曾
巴
①
9
、
、
一
び
薯
9
ぎ
注
菰
、
．
ご

の
形
成
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
一
九
世
紀
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
所
有
権
な
い
し
物
権
の
絶
対
性

（
魯
。
。
9
巳
幹
0
＞
な
る
用
語
は
、
物
権
・
債
権
の
区
別
を
絶
対
権
∵
相
対
権
に

求
め
る
古
典
学
説
に
対
応
し
て
お
り
、
当
時
の
学
説
は
一
般
に
、
物
権
は

絶
対
権
で
あ
る
か
ら
万
人
に
対
し
て
対
抗
可
能
（
o
讐
◎
。
・
魯
｝
Φ
）
で
あ
る
が
、

債
権
は
相
対
権
で
あ
る
か
ら
第
三
者
に
対
し
て
は
対
抗
不
能
（
貯
。
箒
9
摯

旺
㊦
）
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
対
抗
可
能
性
」
と
い
う

用
語
は
、
一
九
世
紀
古
典
学
説
に
よ
れ
ば
、
物
権
の
絶
対
性
、
即
ち
、
我

が
国
に
い
わ
ゆ
る
物
権
的
請
求
権
を
は
じ
め
と
す
る
対
物
訴
権
を
行
使
し

得
る
地
位
を
意
味
し
て
い
た
。
一
方
、
債
権
の
対
抗
不
能
性
の
根
拠
は
、

「
債
権
（
o
甑
α
。
虫
δ
昌
）
」
と
「
契
約
（
8
寮
長
識
§
と
の
用
語
の
混
同
の
結

果
、
「
契
約
」
の
相
対
性
育
①
一
導
く
竃
）
な
い
し
相
対
的
効
力
（
二
身
宇
目
驚
）

に
関
す
る
一
一
六
五
条
に
求
め
ら
れ
た
。
だ
が
、
右
解
釈
を
前
提
と
す
る

と
き
、
物
権
の
設
定
・
移
転
を
目
的
と
す
る
契
約
の
場
合
、
相
対
性
原
則

に
服
す
る
は
ず
の
契
約
か
ら
絶
対
性
を
有
す
る
物
権
が
発
生
す
る
、
と
い

う
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
学
説
は
、
物
権
の
設
定
・
移

転
を
目
的
と
す
る
契
約
は
、
原
則
的
に
は
相
対
性
原
則
に
服
す
る
が
、
例

外
的
に
登
記
を
条
件
と
し
て
対
抗
可
能
に
な
る
と
考
え
た
。
こ
め
点
も
、

一
九
世
紀
学
説
が
、
一
対
抗
要
件
主
義
を
効
力
要
件
的
に
理
解
し
て
い
た
理

由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

2姐
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こ
の
問
題
を
解
消
し
た
の
が
「
『
対
抗
可
能
性
』
の
一
般
理
論
」
で
あ

っ
て
、
右
理
論
は
、
ま
ず
、
＝
六
五
条
の
規
定
す
る
相
対
効
は
、
当
事

者
間
で
意
図
さ
れ
た
契
約
な
い
し
そ
れ
か
ら
生
ず
る
権
利
の
本
来
的
な
内

容
（
・
債
務
的
効
果
（
藻
無
。
び
一
お
簿
9
器
）
な
い
し
直
接
的
効
果
（
Φ
h
h
9

臼
毎
9
）
）
を
問
題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
対
抗
可
能
性
は
、
契
約
外

の
第
三
者
が
契
約
な
い
し
権
利
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
可
侵

義
務
（
o
ぼ
σ
q
妥
§
侮
．
貯
訟
。
す
巨
ま
）
な
い
し
尊
重
義
務
（
号
く
。
マ
侮
Φ
器
。
・
㍗

⑦
。
8
こ
を
前
提
と
し
、
右
第
三
者
の
不
可
侵
義
務
違
反
に
対
し
て
制
裁
が

加
え
ら
れ
る
と
い
う
間
接
的
効
果
（
Φ
h
h
Φ
幹
　
一
b
［
住
一
二
O
O
け
）
を
意
味
す
る
、
と
い

う
形
で
、
＝
六
五
条
の
適
用
領
域
を
契
約
の
直
接
的
効
果
に
限
定
し
た
。

そ
し
て
、
さ
よ
う
な
形
で
同
条
の
適
用
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
対
抗
可

能
性
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ
契
約
な
い
し
権
利
は
一
般
に
、
万
人
に
対
し

て
対
抗
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
形
で
、
本
来
物
権
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
対
抗
可
能
性
を
、
債
権
あ
る
い
は
契
約
そ
れ
自
体
に
ま
で
拡
張

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
我
が
国
に
お
け
る
権
利
一
般
の
不
可
侵
性
論

に
対
応
す
る
理
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
結
果
、
今
日
の
学
説
は
、
右
契
約
の
相
対
効
と
の
関
係
で
も
、
効

力
要
件
的
な
発
想
を
明
確
に
否
定
し
、
物
権
は
、
原
則
的
に
は
既
に
契
約

段
階
に
お
い
て
万
入
に
対
し
て
対
抗
可
能
で
あ
っ
て
、
登
記
の
欠
鋏
に
よ

っ
て
例
外
的
に
対
抗
不
能
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
旨
を
確
認
し
て
い
る
。
ま

た
、
上
述
の
如
く
、
「
対
抗
可
能
性
」
と
い
う
用
語
は
、
第
三
者
の
不
可

侵
義
務
を
前
提
と
し
た
契
約
の
間
接
的
効
果
を
意
味
す
る
か
ら
、
「
対
抗

不
能
性
」
な
る
用
語
は
、
そ
の
逆
、
即
ち
、
右
第
三
者
の
不
可
侵
義
務
の

否
定
な
い
し
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
生
ず
る
間
接
的
効
果
の
否
定
を
意
味
す

る
。
従
っ
て
、
当
事
者
間
に
存
在
す
る
契
約
の
直
接
的
効
果
（
・
債
務
的

効
果
）
の
方
は
有
効
の
ま
ま
残
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
②
　
一
方
、
対
抗
要
件
主
義
の
内
部
構
造
の
理
解
に
関
し
て
は
ど
う
か
。

　
①
　
ま
ず
、
対
抗
不
能
の
効
果
を
不
法
行
為
と
し
て
構
成
す
る
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
の
見
解
は
、
長
い
間
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

登
記
方
が
新
た
に
登
記
義
務
を
創
設
し
た
と
す
る
点
、
及
び
、
右
登
記
義

務
の
僻
怠
に
対
し
て
対
抗
不
能
と
い
う
洋
裁
的
効
果
が
発
生
す
る
と
い
う

点
に
関
し
て
は
、
反
対
説
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
周
知

の
如
く
、
一
九
六
八
年
に
な
っ
て
判
例
は
フ
ロ
ー
ド
説
か
ら
フ
ォ
ー
ト
説

へ
と
転
換
し
、
今
日
の
学
説
の
多
く
も
フ
ォ
ー
ト
説
に
立
つ
に
至
っ
て
い

る
。　

②
判
例
・
学
説
の
フ
ォ
i
卜
説
採
用
の
直
接
の
機
縁
と
な
っ
た
の
は
、

フ
ロ
ー
ド
構
成
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
「
詐
害
的
協
同
（
8
琴
⑦
暮
守
節
亭

◎
巳
雲
×
と
要
件
の
破
綻
で
あ
る
。
即
ち
、
右
要
件
は
、
現
実
に
は
、
単

純
悪
意
と
同
程
度
ま
で
緩
和
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

第
一
譲
受
人
は
、
第
三
者
の
現
実
の
悪
意
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

対
抗
不
能
の
効
果
を
免
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
対
抗
不
能
の
効

果
発
生
の
た
め
に
は
、
第
三
者
の
善
意
が
要
件
と
さ
れ
る
、
と
い
う
に
他

な
ら
な
い
。

　
③
　
更
に
、
右
悪
意
の
立
証
を
、
登
記
の
欠
鉄
か
ら
推
定
さ
れ
た
善
意

に
対
す
る
反
対
証
明
と
構
成
す
る
点
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
明
確
に
論
ず

る
学
説
が
現
．
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
学
説
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
ボ

ワ
ソ
ナ
ー
ド
説
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
第
一
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
　
4
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

反
対
証
明
の
方
法
を
自
白
と
宣
誓
に
限
定
し
て
い
た
。
第
三
者
が
自
発
的
’



研究報告

に
自
白
あ
る
い
は
宣
誓
し
た
場
合
に
し
か
悪
意
が
証
明
さ
れ
な
い
と
す
る

右
主
張
は
、
結
果
的
に
は
、
悪
意
者
排
除
と
い
う
よ
り
は
背
信
的
悪
意
者

排
除
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
今
日
の
学
説
は
、

反
対
証
明
の
方
法
の
無
限
定
を
主
張
し
て
い
る
。
第
二
に
、
覆
滅
し
得
な

い
推
定
か
否
か
の
基
準
を
公
序
に
求
め
る
点
に
つ
い
て
も
反
論
が
提
起
さ

れ
て
お
り
、
近
時
の
学
説
の
中
に
は
、
反
対
証
明
の
不
許
に
よ
っ
て
達
成

さ
れ
る
目
的
が
、
ど
の
程
度
強
い
要
請
と
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
実
質

的
考
慮
に
よ
っ
て
決
あ
ら
れ
る
、
と
主
張
す
る
見
解
も
存
す
る
。

四
　
一
七
七
条
の
解
釈
へ
の
導
入
の
可
能
性

　
で
は
、
以
上
の
如
き
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
及
び
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
の

立
場
を
、
我
が
現
行
一
七
七
条
の
解
釈
論
に
導
入
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

　
ω
　
ま
ず
、
①
所
有
権
な
い
し
物
権
の
絶
対
性
・
②
意
思
主
義
・
③

《
Z
Φ
ヨ
。
覧
窃
甘
ユ
。
・
－
…
．
》
原
則
と
対
抗
要
件
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
。

　
こ
の
う
ち
、
①
物
権
の
絶
対
性
に
関
し
て
は
、
「
『
対
抗
可
能
性
』
の
一

般
理
論
」
に
立
つ
か
否
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
事
を
物

権
に
限
定
す
る
な
ら
は
結
論
的
に
差
異
は
生
じ
て
こ
な
い
。
即
ち
、
相
対

的
所
有
権
概
念
は
極
力
排
除
す
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
も

日
本
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
相

対
的
効
力
説
・
不
完
全
物
権
変
動
説
の
よ
う
な
発
想
は
否
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
他
方
③
《
三
①
白
◎
名
工
冒
ユ
看
・
…
…
》
原
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お

い
て
は
他
人
物
売
買
の
無
効
等
の
条
文
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
我
が
国
で
は
他
人
物
売
買
は
無
効
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
、
債
権
的
な
有
効
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
無
権

利
者
か
ら
の
譲
受
人
が
物
権
を
取
得
で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
は
変
わ
り
麗

が
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
法
と
日
本
法
と
の
間

に
同
視
し
難
い
差
異
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
そ
れ
故
、
《
客
㊦
蓉
◎
論
議

冒
ほ
ω
…
…
》
原
則
そ
れ
自
体
の
全
面
的
破
棄
を
前
提
と
す
る
ド
イ
ツ
法

に
依
拠
し
た
形
で
の
公
信
力
的
発
想
は
、
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
②
意
思
主
義
に
関
し
て
は
若
干
問
題
が
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
売
買
等
の
契
約
の
効
果
と
し
て
物

権
が
移
転
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
我
が
現
行
民
法
は
、

パ
ン
デ
ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
物
権
編
の
中
で
意
思
主
義
を
規
定
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
（
B
G
B
制
定
過
程
に
お
い
て
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
、

物
権
・
債
権
及
び
そ
の
取
得
原
因
を
峻
別
す
る
目
的
を
有
し
て
い
た
）
。
第
二
に
、

不
動
産
登
記
法
が
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
点
も
問
題
に
な
る
。

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
物
権
契
約
は
、
登
記
申
請
手
続
に
お
け
る
共
同
申
講

の
意
思
か
ら
理
論
的
に
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
不
画
法
二
六
条

（
共
同
申
請
主
義
）
の
立
法
過
程
か
ら
は
、
同
条
が
ド
イ
ツ
法
の
「
こ
ん
ぜ

ん
す
・
て
お
り
一
」
の
継
受
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
我
が
不

夕
嵐
は
、
ド
イ
ツ
法
的
な
物
権
的
A
呈
思
を
念
頭
に
立
法
さ
れ
て
い
る
。
と

な
れ
ば
、
仮
に
民
法
一
七
六
条
を
フ
ラ
ン
ス
法
の
全
面
的
継
受
と
仮
定
し

て
も
、
新
法
た
る
不
登
法
が
旧
法
た
る
民
法
に
優
先
す
る
、
あ
る
い
は
、

不
動
産
に
関
す
る
特
別
法
た
る
不
登
法
が
、
動
産
・
不
動
産
の
一
般
法
た

る
一
七
六
条
に
優
先
す
る
、
と
い
う
形
で
、
一
七
六
条
の
意
思
表
示
を
物

権
的
意
思
表
示
と
解
し
た
上
で
、
こ
れ
を
共
同
申
請
意
思
の
中
に
見
出
す

こ
と
も
、
解
釈
論
的
に
は
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
解
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釈
を
と
っ
た
場
合
、
二
重
譲
渡
が
行
な
わ
れ
る
可
能
性
は
、
時
間
的
に
極

あ
て
僅
か
な
も
の
と
な
る
か
ら
、
一
七
七
条
の
対
抗
要
件
主
義
の
現
実
の

適
用
領
域
は
、
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
（
共
同
申
請
意
思
以
前
に
、

当
事
者
が
特
段
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
こ
よ
う
）
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
は
、
一
七
六
条
固
有
の
解
釈
問
題
で
あ
っ
て
、
一
七
七
条
そ
れ
自
体

の
構
造
理
解
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
②
　
で
は
、
一
七
七
条
そ
れ
自
体
の
構
造
論
に
つ
い
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
！

ド
説
な
い
し
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
の
導
入
は
可
能
か
。

　
①
ま
ず
、
一
七
七
条
が
《
Z
Φ
旨
。
覧
垢
冒
ユ
ω
…
…
》
原
則
に
対
す

る
i
l
あ
く
ま
で
も
限
定
的
な
i
特
則
と
し
て
創
設
さ
れ
た
法
定
効
果

で
あ
る
、
と
い
う
点
で
は
、
法
定
制
度
論
な
い
し
法
定
取
得
－
失
権
説
の

主
張
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
は
、

右
法
定
効
果
の
法
的
性
質
で
あ
る
。
我
が
国
の
不
法
行
為
法
は
、
．
フ
ラ
ン

ス
法
と
異
な
り
金
銭
賠
償
の
原
則
を
と
る
た
め
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
よ
う

な
民
事
責
任
構
成
そ
れ
自
体
を
認
め
る
こ
と
に
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
、
公
示
の
要
請
に
基
づ
き
、
一
七
七
条
は
、
当
事
者
に
対
し

て
登
記
義
務
を
課
し
て
お
り
、
こ
の
登
記
義
務
違
反
に
対
し
て
対
抗
不
能

と
い
う
制
裁
が
発
生
す
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
と
同
様

の
義
務
違
反
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
②
一
方
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
及
び
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
も
述
べ
る
よ
う
に
、

公
示
制
度
は
、
譲
渡
を
「
知
ら
な
い
」
第
三
者
に
知
ら
せ
る
た
め
の
制
度

で
あ
っ
て
、
知
っ
て
い
る
者
に
知
ら
せ
る
た
あ
の
制
度
で
は
あ
り
得
な
い
。

他
方
、
対
抗
要
件
雪
渓
は
、
こ
の
公
示
の
目
的
達
成
の
た
め
に
採
用
さ
れ

た
手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
七
七
条
の
対
抗
要
件
二
度
に
よ
る
保
護
の

対
象
も
ま
た
、
公
示
制
度
が
想
定
す
る
「
知
ら
な
い
者
」
即
ち
「
善
意

者
」
に
限
定
さ
れ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
一

七
七
条
も
ま
た
、
第
三
者
の
善
意
を
隠
れ
た
る
本
質
的
要
件
と
し
て
い
る
、

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
③
更
に
、
「
推
定
」
構
成
と
の
関
係
で
は
、
梅
謙
次
郎
が
『
民
法
要

義
』
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
及
び
現
行
一
七
七
条
の
立
場
を
、
登
記
か
ら

第
三
者
の
善
意
・
悪
意
を
「
看
徹
ス
」
即
ち
「
擬
制
」
す
る
立
法
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
普
通
法
時
代

に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
、
法
律
上
の
推
定
を
「
覆
滅
し
得
な
い
推

定
」
と
「
覆
滅
し
得
る
推
定
」
の
二
つ
に
分
け
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
覆

滅
し
得
な
い
推
定
は
擬
制
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
現
行
民

法
は
右
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
そ
れ
故
、
少
な
く
と
も
こ

こ
で
の
「
覆
滅
し
得
な
い
推
定
」
か
「
擬
制
」
か
の
違
い
は
、
単
な
る
用

語
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
、
前
馬
の
フ
ラ
ン
ス
法
に

お
け
る
「
推
定
」
構
成
は
、
現
行
一
七
七
条
に
関
し
て
も
同
様
に
成
り
立

ち
得
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
一
七
七
条
も
ま
た
、
本
来
的
に
は
第

三
者
の
善
意
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
同
条
の
「
登
記
ヲ
為
ス
ニ
非
サ
レ

ハ
」
と
い
う
文
言
中
に
は
、
「
登
記
の
古
鉄
か
ら
善
意
を
推
定
す
る
」
之

い
う
趣
旨
が
結
晶
化
し
た
形
で
包
摂
さ
れ
て
い
る
結
果
、
第
三
者
は
「
登

記
の
欠
鉄
」
を
援
用
す
る
だ
け
で
、
自
己
の
善
意
の
証
明
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
第
三
者
の
利
益
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
、

当
事
者
側
の
証
明
責
任
上
の
不
利
益
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
登
　
妬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

記
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
理
解
に
立
つ
と
き
､

一
七
七
条
を
め
ぐ
る
悪
意
者
排
除
説
と
背

信
的
悪
意
者
排
除
説
の
対
立
も
ま
た
､
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
と
同
様
､

右
善
意
の
推
定
に
対
し
て
､
恵
意
の
反
対
証
明
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
t

と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
即
ち
､
こ
こ
に
い
う

｢擬
制
｣
即
ち

｢覆
威
し
得
な
い
推
定
｣
か
否
か
は
'
反
対
証
明
を
許
さ

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
.る
目
的
が
､
ど
の
程
度
強
い
要
請
と
な
っ

て
い
る
か
､
と
い
う
実
質
的
考
慮
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
か
ら
､
右
要
請

が
今
日
低
下
し
て
い
る
な
ら
ば
､
こ
こ
に
い
う

｢擬
制

(-
覆
滅
し
得
な
い

推
定
)｣
の
合
理
性
は
失
わ
れ
､
反
対
証
明
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
｡

1
七
七
条
の
場
合
､
右
要
請
は
､
画

1
的
処
理
に
よ
っ
て
紛
争
の

蒸
し
返
し
や
遅
延
を
防
止
し
､
ひ
い
て
は
取
引
の
安
全

･
迅
速
を
図
る
点

に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
､
か
か
る
要
請
は
今
日
的
に
は
低
下
し
て
い
る
､

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
､
私
見
は
､
結
論
的
に
は
悪

意
者
排
除
説
を
と
る
が
､
も
っ
と
も
､
以
上
の
如
き

1
七
七
条
の
構
造
論

そ
れ
自
体
は
､
論
理
的
に
は
､
悪
意
者
排
除
説

･
背
信
的
悪
意
者
排
除
説

の
何
れ
に
立

っ
て
も
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
構

造
理
解
を
前
提
と
し
て
こ
そ
､

1
七
七
条
の
主
張

･
立
証
責
任
の
所
在
や
､

物
権
変
動
の
事
実
を
相
手
方
が
承
認
し
た
場
合
､
と
い
っ
た
問
題
を
､
矛

盾
な
く
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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